
 議案第２９号 

 

   町の区域の変更について 

 

 本市の町の区域を別紙変更調書のとおり変更することについて、地方自治法

第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

   令和５年３月３日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   
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変  更  調  書 

 

 

  かすみがうら市稲吉二丁目に変更する区域 

 

  土浦市神立中央一丁目４３００の６の一部、４３００の７の一部、４３００

の５４、４３００の５６の一部、４３００の６８の一部及びこれらの区域に 

隣接する道路である公有地の全部 
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神立駅西口地区土地区画整理事業 行政界変更区域明細図                        縮尺 1：1000 

凡     例 

 新 境 界 （赤） 

 旧 境 界 （黒） 

 土浦市に編入する区域（桃） 

 かすみがうら市に編入する区域（緑） 

 道  路 （茶） 
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土浦市神立中央一丁目 かすみがうら市稲吉二丁目 
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